
消費者基本計画（平成 22 年３月閣議決定、平成 23 年７月一部改定） 

（抜粋） 

 

 

 

 

１ 消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 

 

（１）消費者の安全・安心の確保 

 

  ア 情報を必要とする消費者に確実に届くよう、迅速かつ的確な情 

   報の収集・発信の体制を整備します。 

 

 

 

 

（以上） 

施策

番号 
具体的施策 担当省庁等 実施時期 

４ 消費者安全法及び消費生活用製品安全法に

おける事故情報の報告・公表制度の拡充につ

いては、消費者安全法等に基づく情報収集を

着実に実施し、重大事故以外の情報の収集状

況、消費生活用製品以外の事故情報の収集状

況等の検証を行います。 

これらに基づき、消費者委員会での検討を

踏まえながら、収集する事故情報の範囲等の

拡大について検討を行います。また、公表す

る事故情報の範囲等を拡大します。 

消費者庁 

関係省庁等

前段について、継続

的に実施します。 

後段のうち、収集す

る事故情報の範囲等

の拡大の検討につい

て、継続的に実施し

ます。公表する事故

情報の範囲等の拡大

は平成 22 年度に一

部実施済み。 
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